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02023年10月からキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました。
0労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に、労働者1人につき最大50万円を助成します
0支給申請の事務手続きも簡単になりました。

労働者にとって、 事業主の皆様の
「年収の壁」を意識せず働くことができる。

人手不足の解消へ!・社会保険に加入することで処遇改善につながる

第1期支給対隷期
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「社会保険適用時曳_遇改善コース」を新設しました!

(1)手当等支給メニユー

要件

弟2期支給対象期

臼厚生労働省

①賃金の1
(社会保険適用促進手当)

②賃金の1596以_ヒを助U^
(社会保険適用促進手当)

3年目以降、③の取組

③賃金の18%以上を増額
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ひと、くらし、みらいのために

Mini与tryolH..1tl、Lヨ加Urandw.Ⅱ.r.

◆社会保険適用促進手当

事業主力吽士会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう
手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として
社会保険料の算定対象としません。

1人当たり
助成額

1年目

20万

2年目

20円

3年目

0万円

R6.9

和6 1月31日でに取組を開始する場合2024

ヤリアアツブ計画書は2024 1月ま・1こ管幹

<申請スケジユールの伊1>※給与を月末締め・翌月15日払いで支払い、

キヤリアアツプ計画書を事前に提出しましょう!

給与・手当の

(2)労働時間延長メニユー

週所定労働 賃金の
時間の延長 増額

4時間以上

3時間以上
5%以上

4時間未満

2時間以上
10%以上

3時間末満

1時間以上
15%以上

2時間末満
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パートタイム・有期屠用労働法
キャラクター「パゆう」ちゃん
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期明 (か月分)手の

キャリアアップ 令郭年1月ヨ1日までに ★
計画轡 出特例期

(※)本助成金の支給を受けるためには、手当の支給等の取組を6か月行うごとに、2か月以内に申謂することが必要です。
(※) 2024 (令和6)年2月1日以降に手当の支給等の取組を始める場合は、取組を開始する前日までに、キャリアアップ計画書を提出してください。
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R5.12

★

R6.1

★

手の支給

★

R6.10

1人当たり
助成額

助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額。
1年目に(1)の取組による助成(20万円)を受けた後、

2年目に(2)の取組による助成(30万円)を受けることが可能。

期

R6.2

★

か月分)

★

2月

R6.3

★

手の

R6.4

★

0

★

(か月分)

★

R6.11

★

R6.5

くごさい働局1 提

手当等支給メニユーを選択した場合

支給請期
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対象となる労働者をチエツクしましょう!

雇用している短時間労働者の中に、 2023 (令和5)年10月以降、
新たに社会保険の被保険者の要件※1を満たす方はいますか。

いいえはい

その労働者は、以下の①、②の両方に該当する方ですか。
①社会保β勣U入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている。
②社会保β勣U入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入し

ていなかった。

し、し＼えはい

その労働者は、社会保険の被保険者となってから2か月
以内に、週所定労働時間を一定時間延長すること※2がで
きますか。

はい

そd功1剰渚力吽士会剣剣功叺してから^2年『'わ)
手当浦等の卦創麦の目貯及いについて、労イ吏で話し
合し＼を行う予定ですか。

はい

いいえ

その労イ動者1、社会側貪の;皮保1貪者'と
なった日から1年力旅登畳した時点で、

労働時間の延長力やできる見込みですか。

はい いいえ

■

(2)労時間延長
メニユー

※1 厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上である事業所の場合は、週の所定労働時間が20時間
以上かつ所定内賃金カミ月額8.8万円以上で学生ではないこと。100人以下の事業戸斤の場合は、週の所
定労時間及び月の所定労日数力C常時雇用されている従業員の4分の3以上である者であること。

※2 週所定労働時間を4時間以上延長、または3時間以上延長するとともに基本給を5%増額改定する
等の措置。詳しくは、表面の「(2)労働時間延長メニユー」をご覧ください。

※3 社会保険適用促進手当(標準報酬月額が10.4万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最長
2年間、社会保険の標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に含めない取り扱いとする手当)

キャリアアップ助成金の申請方法や助成額などの詳細については、都道府県労働局 雫

または管轄のハローワークまでお問合せください。 ..

10月30日以降は、「年収の壁突破・総合相談窓口」(コールセンター)でも
お問い合わせを受け付ける予定です。詳細は後日ご案内します。

(1×2)の
併用メニユー

し＼し＼え
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メニユー
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